
 

令和７年３月 25 日 

 

 

新たに伊勢市ハートプラザみその多目的ホールの 

命名権者を募集します！ 
 

地域福祉の振興と企業などの地域貢献を促進し、また、新たな財源の確保を図る 

ため、伊勢市ハートプラザみその多目的ホールのネーミングライツ･スポンサー企

業等（命名権者）を募集します。 

ネーミングライツとは、市の施設に企業名や商品(ブランド)名などを冠した愛称

を付与する権利（命名権）のことです。 

 

【対象施設】多目的ホール（伊勢市ハートプラザみその内のホール） 

       ※「伊勢市ハートプラザみその」は対象ではありません。 

【愛称】ホールであることがイメージできる愛称としてください。 

【命名権料】年額 30 万円以上（税込） 

【愛称使用開始日】令和７年 10 月１日 

【命名権付与期間】５年以上 10 年以内の 1 年単位で提案者の希望する期間 

【申し込み期間】令和７年４月１日（火）から令和７年５月１日（木）まで 

※募集要項・申込用紙は同期間中、福祉総務課（本庁舎東館２階）でお渡ししま

す。また、市のホームページに掲載します。 

 

☆ 既にネーミングライツを導入した市の施設 

  ・伊勢市倉田山公園野球場：（愛称）ダイムスタジアム伊勢 

  ・伊勢市観光文化会館：（愛称）シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢 

・伊勢市小俣総合体育館：（愛称）三重電子スマイルアリーナ小俣 
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